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は じめ に

本 稿 の 目的 は,CBLT(ComputerBasedLegalTesting)の 意 義 とそ

の 可 能 性 につ い て 検 討 す る こ と に あ る。 併 せ て,法 学 教 育 に お け るICT

(lnformationandCommunicationTechnology)普 及 の 妨 げ とな って い

る国 家 試 験,特 に 司法 試験 の 論 述 式 試 験 の問 題 点 につ い て 指摘 し,CBLT

を導 入 す る こ とを 提 唱 した いIP。

ICTの 普 及 は国 家 戦 略 と位 置 づ け られ2〕,国 政 を は じめ様 々 な社 会生 活

に 関 わ る場 面 で 普 及 ・活 用 され つ つ あ る が,こ と法 学 教育 に つ い て は 普 及

が進 ん で い る とは 言 え な い状 況 に あ る。 私 は,こ の遅 れ た法 学 教 育 にICT

の 更 な る 普 及 を 促 進 させ る た め に,CBLTを 提 唱 して き て い る1:11。本 稿 で

は,CBLTの 取 り組 み につ い て 更 に 精 緻 化 し,ICTに お け る最 新 技 術 の

応 用 と併 せ て,そ の可 能 性 を述 べ て み た い。

(1)本 論 文 と併 せ て,私 の 研 究 用 サ イ ト,コ ン ピュ ー タ法 学(CaLS)〈http://cals.

aichi-u.ac.jp>を ご 覧 い た だ き,以 下 の メー ル ア ド レス に忌 愕 な き 意 見 や 批 判 を

送 付 して い た だ け れ ば 幸い で あ る。hirofumi@1awschooLaichi-u.ac.jp

(2)ICTは,情 報 通 信 技 術 を表 す 言 葉 で あ り,こ れ まで 日本 で はIT(Information

Technology)が 同義 で使 わ れ て い るが,ICTの 方 が,国 際 的 に は定 着 して い る。

総 務 省 のrIT政 策 大 綱 」 は,2004年 度 よ りrICT政 策 大綱 」 に 名 称 変 更 され て

い る の が 一 例 で あ る 。<http://www.soumu .go.jp/s-news/2005/pdf/050830 _1_

2.pdf>(lastvisitedApr.28,2006)

(3)伊 藤 博文 「コ ン ピ ュー タを 使 った 法 学 試 験 」 豊 橋 創 造 大 学 短 期 大 学 部 研 究 紀 要

第21号1頁(2004年)。
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CBLTの 可能性

1.CBLTと は

CBLT(ComputerBasedLegalTesting)は,CBTを 法 律 学 に特 化 し

て コ ン ピ ュー タベ ー スで の学 習 進 捗 度 を測 る仕 組 み を 作 り出 そ う とす る プ

ロ ジ ェ ク トで あ る。CBLTに つ い て の 説 明 に先 立 ち,CBTに つ い て簡 単

に 説 明 した い 。

1-1.CBTとCBLTの 意義

ICTの 教育現場への浸透によ り,コ ンピュータを使 った教育が普及 し

始あている。 コンピュータを使った教育においては,学 習進捗度を測るも

のとしてCBT(ComputerBasedTesting)が ある。コンピュータを使 っ

て教育を行うのであるから,当 然のこととして学習成果を測るにもコンピュー

タを活用 しようとする取 り組みである。一口にCBTと いっても学習者の

学習進捗度や達成度を測るには目新 しいことを行 うのではなく,従 来型の

筆記試験等をコンピュータ上で行 うのであるが,そ の試験問題出題 ・受験 ・

採点にICTを 駆使 して効率化 し,こ れまでには無い教育成果を上げよう

とするものである。たとえば,従 来型の講義形式における試験は,学 期末

(半期)に 筆記試験を行いそれでもって学習成果をはかるものであり,受

講者は試験結果を単位が認定されたか否かという成績発表時に知るのみで

ある。 ここにCBTを 導入することにより,学 期中に複数回小テス トのよ

うな試験を行い,瞬 時に採点 し学習進捗度を個人別に把握 して,そ れを残

された期中の教育手法に反映させていくことも可能となる。従来型の大学

教育における,教 員から受講者への一方的な情報提供だけでなく,双 方向

のやり取 りがダイナ ミックな講義運営を可能にして くれる。つまり従来型

の講義形態を大きく変える可能性を秘めているのである。

法学教育,法 学研究,法 律実務などにICTを 普及させるための第一パー
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ドルは,手 書き文書からの決別である。特に,法 学教育においては,試 験に

CBLTを 導入することをあらゆる場面で積極的に推進することが必要であ

る。それは資格試験や公務員採用試験などのような国家試験,そ して大学

教育における定期試験などで,も っと積極的に導入されれば,自 ずか ら法

学教育におけるICTは 普及の度合いを増す。特に法学教育において到達

目標の一つとされる司法試験が,CBTを 採用すれば,法 学教育のあり方が

大き く変わることは明白である。 しか しながら,そ の司法試験は相変わ ら

ず筆記試験を前提としており,司 法試験を目指す法科大学院生は,常 日頃

はコンピュータを使った文書作成や起案に慣れていても,司 法試験のため

にはわざわざ手書きを意識 した練習をしなければならなくなって しまう。

法律実務においても法学教育において も,手 書きの文書を求められる場面

は殆ど存在 しない。 しかしなが ら,試 験が手書きをもとめることにより,

必然的にICT普 及の足かせとなって しまうのである。CBLTは こうした状

況を打破するためにも,積 極的にコンピュータによる文書作成方法をあら

ゆる場面に普及徹底させることを推進するものである。手書きからワープ

ロ書きへの変化は,印 刷文字か ら電子文字への移行であ り,こ れが完結す

ることにより,法 情報が電子文字の形で,循 環生成されることとなるので

ある〔㌔

1-2.環 境の変化

これまで,法 学教育の中にICTを 取 り込 もうとする動きは散見された

が,現 状でめざましい成果を上げたものはほとんどみられない。法学教育

にICTを 導入す るといった場合,教 室内でパワーポイントを使いながら

qを 進めるといった教育手法改善でのICT導 入,学 習補助教材をWeb

(4)伊 藤 博 文 『法 律 学 の ためのコ ンピュー タ』 口本評 論 社(1997年)115頁 以 下 参照 。
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CBLTの 可能性

経 由で 配 信 す る,講 義 に 関す る質 問 を メー ル や掲 示 板 で 行 う,と い った 程

度 に と どま る。

これ は法 律 学 だ け に特 有 の話 で は な く大 学 教育 一 般 に お い て も同 様 で あ

る。 か つ て はCAI(ComputerAssistedInstruction)の 名 の 下 に,様 々

な コ ー ス ウ ェアが 開 発 さ れ,コ ン ピ ュー タ とユ ー ザ の 対話 に よ る学 習 とい

う方 法 が新 しい 学 習 方 法 と して注 目 され だjiし か し,そ れ は法 律 学 の 中

に は全 く浸 透 しな か った 。 そ の理 由 は,1つ は コー ス ウ ェ アの 未 成 熟 と利

用 者 の ス キ ルが 未 熟 で あ り,価 格 の割 に は 内容 が乏 し く,た い した学 習 成

果 が 上 が らな い と い う評 価 が 多か った た あ で あ ろ う。 コー ス ウ ェア を使 う

に 当 た り コ ン ピ ュ ー タ操 作 が必 要 と な る こ と も,ICTの 普 及 度 が 低 い段

階 で は 大 き な 問 題 で あ った 。 つ ま り,CAIを 導 入 す る だ け で ハ ー ドウ ェ

ア,ソ フ トウ ェ ア と高 額 な投 資 を余 儀 な くされ,さ らにユ ー ザ に は慣 れ な

い コ ン ピュ ー タ操 作 とい う負担 を更 に 課 す こ とは大 きな ハ ー ドルで あ った。

した が って,こ の よ うな 段 階 に お いて は十 分 な普 及 や 活 用 を 望 む こ とは無

理 が あ った と言 え よ う。

しか しコ ン ピ ュー タの 社 会 的 浸 透 度 が 増 して くる につ れ,変 化 が 起 きて

い る。 それ はユ ー ザ サ イ ドで 言え ば,コ ン ピュ ー タ スキ ル の ア ップで あ る。

法学 教 育 を 行 う場 と して の 大 学 で は,既 に中 学 ・高 校 で コ ン ピュー タ操 作

に習 熟 した新 入生 が 入 学 して きて い る而。 彼(女)ら は,キ ー ボ ー ドを使 っ

た コ ン ピ ュー タ操 作 に 抵 抗 は 無 く,む しろ コ ン ピ ュー タの 活 用 が 大 学 の 講

(5)松 岡久和 「法学 教育 とCAI-『 ごた く民法』実験 プ ロジェク ト報告 その1」

龍 谷法学26巻3・4号(1994年);伊 藤博文 『法律学 のための コン ピュー タ』 日

本評論社(1997年)ll5頁 参照。

(6)伊 藤博文 「法 学教育 において コンピュー タ法学(CaLS)が 口指す もの」 豊橋

創造大学短期 大学 部研 究紀 要第17号5頁(2000年)参 照。

(7)こ れは長年法学部 生にコンピュータ リテラシー教育を行って きた私の経験か らで
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義 な ど で為 さ れ な い こ と に疑 問 を 感 じて い る(ii。ま た一 方 で,コ ン ピュ ー

タの廉価 化 とネ ッ トワー クの 普及 が新 しい局 面 を切 り開 いて い る。 コ ン ピュー

タの 価 格 は,学 生 で も一 人 一 台 を持 つ こ とが 可 能 と な る値 段 と な って きて

お り,そ の 性 能 もか つ て の コ ン ピュ ー タ は比 較 に な らな い ほ ど 高性 能 で あ

る。 また,イ ン ター ネ ッ トに代 表 され る よ う に ネ ッ トワ ー クの 普 及 も見 逃

せ な い 変 化 で あ る。 ネ ッ トワー ク化 が もた らす もの は,情 報 の 高 度 な 活 用

を 可 能 に す る こ とで あ る。 そ れ まで の ス タ ン ドア ロー ン型 コ ン ピ ュー タか

らネ ッ トワー クに繋 が った コ ン ピ ュー タの 利 用 を 前 提 とす る と,そ の 教 育

へ の 応 用 範 囲 は 格段 に 広 が る。 そ の 効 用 は,メ ー ル ー つ を と って も明 らか

で あ る。 メ ッセ ー ジを相 手 に 伝 え る とい う もの か ら,教 材 の 配 布,回 収 と

い った もの ま で,容 易 に で き る。 この よ うな環 境 の 変 化 に 応 じて,新 た に

ICTを 活 用 し,ICTが 教 育 の 中 に 自 然 に と け込 む 法 学 教 育 手法 が 検 討 さ

れ る べ き で あ る。 この 方 向性 がCBLTの 根 幹 に存 在 して い るの で あ る。

1-3.手 書 き と ワ ー プ ロ書 き

CBLTを 推 進 す る に あ た り,ま ず 説 明 しな けれ ば な らな い の は,手 書

き よ り もワ ー プ ロ書 き の方 が よ り効 率 的 な こ とで あ る。 文 章 を作 成 す る の

に手 書 きか ワー プ ロ書 きの 選択 が あ る とす れ ば,私 は ワー プ ロ書 き を選 ぶ。

あ る。 法学 部に進学 する高校生の多 くは,高 等学校での普通科課 程での教 育をう

けているので,情 報 に関す る教育は殆ど受 けてお らず大学で初めてコンピュー タリ

テ ラシーを学ぶ者 も多 くいる。 しか し一方 で,商 業高校 や工 業高校出身の学生 は

初級 システムア ドミニ ス トレー タやワープロ検定 とい った情報処理 に関する資格 を

多 く取 得 して入学 してきてお り,大 学 で行 うコンピュータ教育の レベルの低さに半

ば諦 めている者 もいる。 また,出 身学校によっては,文 部科学省等が主催 した100

校 プロジェク ト校に在学 し,コ ンピュー タ活用を徹底的 に学んできた学生には,そ

の落胆 度は相 当な ものである。 大学法学 部における法情報 教育対応の遅れが こう

した人材の能 力を生かせない ままにいることは憂慮すべき事態である。
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CBLTの 可能性

それは負担が少なく効率よく文章が書けるからである。更に言えば,ワ ー

プロ書きから手書きには戻れないのである。手書きの人がワープロ書きを

覚えるのにも多少の労力が必要であるが,ワ ープロ書きに慣れた人が手書

きで文書作成を行うのには相当な時間と労力を必要とする。それを理解 し

てもらうために,手 書きとワープロ書きの得失について述べてみたい。

歴史的に眺めれば手書きの方がワープロ書きよりも長い伝統を持ってい

る。よって,そ れなりの作法があり様々なバ リエーションがある。ペン書,

毛筆書,ク レヨン書,鉛 筆書などさまざまな書き方がある。なによりも便

利なのは,紙 さえあればどこでも書けるというのが手書きの便利さである。

文字 とイラス トなどを同時にかける自由度 も捨てがたいものがある。

手書きには 「手書 き神話」(A)ともいうべき考えがあ り,「 ワープロ書き

は手抜きで機械作業で作成されたものである。手書きには一字一字書 くと

いう熱意がこもっている」という考えである。これは履歴書,詫 び状,ラ

ブレター作成 といった書き手の気持ちを相手に伝えたい場合には当てはま

るものかも知れないが,本 来間われるべきは文章の中身であることはいう

までもない。 ここで問題としているのは,試 験に使うにはどちらの方式が

(8)手 書 き 神 話 につ い て は 以 ドの よ うな 説 明 が な され る。 「… … 手 書 き 神 話 に はか

な り根 強 い もの が あ る。 就 職 の マ ニ ュ ア ル本 を読 む と,履 歴 書 な ど企 業 に提 出す

る文 書 は 手書 き に す るよ うに,と 書 い て あ る。 ど うい う文 字 を 書 くか は その 人 の

個 性 の 一 部 で あ る か ら,個 性 を 理 解 す る た め の一 つ の 方法 と して は 多少 の 意 味 は

あ るの か も知 れ な い。 しか し,手 書 き=『 心 が こ も って い る』=熱 意 の あ る学 生,

と い う評 価 を 下 す とす れ ば,そ れ は採 用 す る 側 の 単 な る偏 見 で あ る。 も ち ろん そ

の よ う な偏 見 に迎 合 す るの も就 職 活 動 の テ クニ ッ ク と して は 大 切 な の で,私 も 今

回 の 人 文学 部 『就 職 の しお り』 の 改 訂 に あ た って は(大 変 不 本 意 で は あ っ たが)

『ワ ー プ ロ 書 き は避 け た 方 が 良 い と思 い ま す 』 と 書 い て お い た の で あ る … … 。」

<http://www-h.yamagata-u.ac.jp/-tate/tayori98.htm>(lastvisitedApr.28,

2006)0
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優れているかである。 とくに採点者のことを考えれば,ワ ープロ書きの整

然とした文字配列の答案と手書きの書きなぐった答案では相当印象も異な

るし,採 点効率からいっても悪筆による文字の誤読を回避できるという意

味においてワープロ書きが好ましい。手書き神話はこと試験という場面で

は通用しない。

さらに文書作成 ・編集における効率性といった観点から考えてみたい。

ワープロとしての文書作成支援機能には様々なものがある。このような機

能を使いつつ文書を作成することが,手 書きよりもどのような,利 点があ

るのか説明する。 この利点がCBLTに おけるコンピュータによる文書作

成を推進する根拠である。

ワープロを使った文書作成のメリットは,四 省労力,(B)表 現力の増大,

(C)多彩な編集機能,(D》文書作成後の保管,(E)省 資源の5点 か ら説明した

いi'UO

㈲ 省労力

文書作成におけるワープロの利用は,清 書 しなくて もきれいな文書が書

け効率的である。さらに,文 書編集が可能であり,文 章を間違えて入力 し

ても簡単に書き直すことができる.文 字や文書の挿入,削 除,人 れ替え,

用語の統一という作業が簡単にできる.人 力が容易なため,長 文作成でも

疲れない。ペン書きのように,長 時間は続けられないような作業量でもキー

ボー ド入力なら,少 ない労力で多くの文字を書 くことができる。

(B)表 現力の増大

日常会話では滅多に使わない難解な文書表現や漢字を使うことができる。

たとえば魑魅魍魎(ち みもうりょう),葡 萄(ぶ どう),檸 檬(レ モン)の

(9)伊 藤 博 文 「コ ン ピュ ー タを 使 った 法 学 試験 」 豊 橋 創 造 大 学 短 期 大 学 部 研 究 紀 要

第21号(2004年)6頁 以 下,availableat〈http://cals.aichi-u.ac.jp/products/

articles/CBLT.pdf>(1astvisitedApr.28,2006)参 照。
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ように手書きでは画数が多すぎて敬遠 しがちな単語も,か な漢字変換機能

を使うことにより容易に表記でき,文 書表現力が向上する。さらに,か な

漢字変換機能を使うことにより,定 型句などを瞬時に呼び出すことができ,

いちいち辞書を引いて言葉を確かめる必要が無 くなる。そして,コ ンピュー

タ上での作業であれば,他 ソースから情報を取り入れやす く,た とえばイ

ンターネ ットに接続 していれば,イ ンターネッ ト上の情報を簡単に文書中

に貼 り付けることができる。

(C1多 彩な編集機能

ワープロなどに付属する文書作成支援機能を使うことにより,誤 字脱字

を防いだり,文 法的な間違いを正したり,表 記のゆれを訂正 したりするこ

とができる。より高度な文書が少ない知識で作成でき,特 定の専門分野に

ついての知識が無 くとも,テ ンプレー ト,書 式集,雛 形などを利用するこ

とにより,定 型文が作成できる。次には,コ ピー&ペ ーストにより自在な

文書編集が可能である。紙を切り貼 りすることと同じ操作が電子上で行え,

作成中の文中に他から持ってきた文章を貼 り付けることができて便利であ

る。英単語のスペルチェック,日 本語の表記をチェックしてくれる。 さら

に,マ ルチメディア化 した文書を作成することができる。たとえば音を出

す,ビ デオ画像を出すという表現力豊かな文書を作成することが可能 とな

る。文字の検索ができる。多 くの文字中か ら,修 正箇所や言葉のゆれを探

し出すのには便利な機能である。

(D》文書作成後の活用

どのようなフォーマ ットでも出力でき,ど のようなメディアにも載せる

ことができる。たとえば,自 分の作成 した文書をインターネット上のホー

ムページに載せたければ,簡 単にHTMLフ ァイルに変換でき,公 開する

ことができる。一度作成 した文書を何度で も使い回すことができる。

(E)省 資源

電子情報 として記憶 されるため,保 管場所をとらない。作成された文書
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は,す べて電子的なファイルとして保管される。百科事典で もCD-ROM

一枚の中に収まって しまう。紙という地球資源の消費を減らすことができ

る。紙に印刷 しな くともよい場合は,文 書ファイルのやりとりだけですむ。

複製 しても劣化 しない。デジタル情報なのでコピーによる劣化は無い。出

版する場合でも費用が安 くすむ。また少部数の印刷物なら個人的に作成 し

配布可能である。自費出版などのように商業ベースに乗りにくい出版物で

出版費用を下げるためにはとても重要となる。メールに添付 して送れば,

コス トなしで瞬時に相手方に送ることができる。ファックスよりも,再 加

工できるという意味で便利である。

コンピュータを使 った文書作成の優位さは以下のような文書を見れば一

目瞭然である。たとえば,か な漢字変換装置であるジャス トシステム社の

ATOKに 有斐閣 法律法学用語変換辞書V2forATOK2006q° 」を組み込

むと,法 律家にとって極めて高精度のかな漢字変換が行われ,文 書作成効

率が格段に向 ヒする。通常のワープロでは,「 いしのけんけつ」が 「医師

の献血」 と変換 されて しまうが 「意思の欠訣」と思い通 りに一発で変換で

きる。同様に,法 令名略語から法令正式名称の変換が可能となる。「あん

ぽじょうやく」と入力すれば,変 換の第一候補として 「安保条約」さらに

第二候補として 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障

条約」が出てくる。同様に,「 きんとうほう」が 「均等法」,「雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」となる。

「刑事訴訟法」が 「けいそ」 と打てば変換されるのと,刑 事訴訟法とい

う文字を手書きで書 くのでは,格 段の差である。この機能は,少 ないキー

ボー ドタッチで効率的に目的の文字を出すという装置によるものであるか

uo)<http://www.atok.com/option/dic1_002.html>;<http://www.yuhikaku.

co.jp/atok/〉(lastvisitedApr.28,2006)
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ら,こ の機能を使えば,法 律の条文をかな漢字変換から出すことも可能で

ありq",こ れを更に進めると判例の要約 も出すことが可能 となる。 もはや

手書きなどは及びもしない世界である。

以 上の よ うに,コ ン ピュ ー タ を使 った 文書 作 成 は,手 書 き に比 して効 率

的 で あ り,こ の 機 能 を 使 い こ なせ る こ と も試 験 で確 認 す べ き能 力 で あ る。

社 会 の あ らゆ る場 面 で,コ ン ピュ ー タ を使 った文 書 作 成 が 常 識 と な って い

る現 在 で,メ ー ル も レポ ー ト作 成 もコ ン ピュ ー タ で行 う世代 の人 間 に,あ

え て ハ ンデ ィを 与 え る よ うな 手 書 き を強 制 しす る試 験 は,時 代 に そ ぐわ な

い もの で あ る。 む しろ,積 極 的 にCBTが 推 進 され る べ き で あ る。

2.司 法試験 とCBT

CBTが 実 際 に 試 験 に導 入 され る事 例 は多 くは な い。 しか し,法 務 省 の

行 う 司法 試 験 に お い て も部 分 的 で は あ るがCBTが 認 め られ て い る。 また

ICTの 先 進 国 ア メ リ カ で は 一 部 の 州 に お い て,司 法 試 験(Bar

Examination)にCBTが 認 あ られ て い る。 これ らを 紹 介 しな が ら,そ の

問題 点 を検 討 した い。

2-1.新 司法試験におけるCBT

平成18年5月 より行われた新司法試験も,旧 司法試験 と同様に噛,ノ ー

トパソコンを持ち込んでの受験を認あている。 しか し,こ れは通常の手書

(IU<http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/jisho.htm>;<http://cals.aichi-u.ac.jp/

project/PN250.htm1>(lastvisitedApr.28,2006)

(12)旧 司 法 試 験 に つ い て は,<http://www.moj.go.jp/SHIKEN/MENJYO/

menjyoO6.htm1>(lastvisitedApr.28,2006)0
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きによる試験を身体障害などのハンディキャップを持った者への配慮とし

て,例 外的に行われる措置である。 しか しながら,こ の手法はCBLTに

とって参考になるので検討 したい。

法務省のホームページは昨年度から,「パソコンの持参使用を許可された

場合の受験特別措置の概要」ということで,次 頁のように説明している(131。

この司法試験におけるCBTの 基本的な考え方は,利 用希望申請を行 っ

た受験者各自が持参 したノー トパソコンに機能制限を課 して,文 書作成機

能(画 面読み上げソフ トを含めて)だ けを利用させるものである。特徴的

なのは,表 計算ソフトが利用できる点(こ れは短答式問題出題解答のため),

不正行為を防 ぐ予防措置は受験者本人任せであることが問題である。後述

するアメ リカにおける手法 とこの点が異なる。やがてCBTが 司法試験受

験において一般化するとすれば,こ の手法が用いられることは容易に予想

できるが,あ らゆる受験生がCBTを 選択するようになると新たに問題が

発生することが懸念される。

〔13)<http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shinO1-02-01.pdf>(1ast

visitedApr.28,2006).法 務 省 大 臣 官 房 人 事 課 司 法 試 験 係 に2006年4月20日,

電 話 で 問 い 合 わ せ た と こ ろ,こ の よ う な要 望 は 数 年 前 か らあ り,こ の 措 置 を イ ン

タ ー ネ ッ ト上 で 公 開 した の は昨 年 度 か らと の こ と で あ った。 実 際 に この 措 置 に 基

づ い て 試験 が 行 わ れ た こ と は あ るが,論 述 試験 で 行 わ れ た こ とは な い との こ とで

あ る。 ハ ンデ ィキ ャ ッ プを 持 っ た 人達 へ の受 験 配慮 と して の ユ ニ バ ー サ ル ・デ ザ

イ ンに つ い て は 、 藤 芳 衛 。藤 芳明 生 「司法 試験 短 答 式 試験 の ユ ニ バ ー サ ル ・デ ザ

イ ン 点 字 試 験 の 試 験 時 間 延 長 率 の 推 定 と 音声 試験 の 設 計 」 『大 学 入 試

研 究 ジ ャ ー ナ ル 』 第15号27頁(2005年),availableat<http://www.

inftyproject.org/articles/Fujiyoshi4.pdf>(lastvisitedApr.28,2006);藤 芳

衛 「法 科 大 学 院 適 性 試 験 の ユ ニ バ ー サ ル ・デ ザ イ ンー デ ジ タル 音声 試 験 と点 字 試

験 の 設 計 」 『大学 入 試 研 究 ジ ャー ナ ル』 第14号15頁(2004年),available

at<http://www.inftyproject.org/articles/Fujiyoshi3.pdf>(lastvisitedApr.

28,2006)参 照.
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第6パ ソコンの持参使用を許可された場合の受験特別措置の概要

1試 験問題及 び受験 ヒの注意 事項 につ いては,テ キ ス ト形式 によ り、 短答式試験 答案書式

について は,表 計算 ソフ トのファイルによ り,そ れぞれフロ ッピーデ ィス クを介 して提供

いた します。

な お,論 文式試験の答案 書式 につ いては,試 験 開始 前に書式 の設定 を各 自行 っていただ

きます。

2試 験問題デー タにつ いて は,便 宜L一 部加L:を 施 してあ ります。

3受 験 に 当た り,a'読 みLげ ソフ トウェアによる問題文の誤読,作 成 した答案 データの

消失その他の使用機器の不 具合 による不利 益は,受 験 者において負うことと します。

4受 験者に対す るパ ソコン使用 に係 る注意事項 は,以 下の とお りと します。

111受 験のために使用す る電 」二機器 は,以 下の 事項 につ いて,あ らか じめ委員会 に申請 し

た機器 とし,受 験者において試験 当日に持参す ることと します。

① パ ソコンの機種名

② プ リンタの機種名(接 続 ケー ブルを 含む)

③ パ ソコンに フロッピ ィデ ィスク ドライプがない場合,外 付 けフロ ッピィデ ィスク ド

ライブの機種名(接 続 ケー プルを含む)

(2}受 験に使用す るアプ リケー シ ョンソフ ト(以F「 ソフ ト」 とい う。)は,以 ドの 「ド項

について,あ らか じめ委員会に申請 した ソフ トとし,受 験者 にお いて準備 した もの を使

用す るこ とと します。

① オペ レーテ ィング ・システム(パ ソコンを動かすための基本的な ソフ ト)

② 画面読み ヒげ ソフ ト

③ ワープロソフ ト

④表計 算ソフ ト

⑤ 日本語 人力ソフ ト

131受 験 に関す る事項

① あらか じめ委員会 に申請 した以 外の ソフ トを使用するこ とは,い かな る理11.1があ っ

て も許 可いた しません。

②受験の ため に使用す るソフ トの機能 を一部制限 します。

許 可され た以外の機能 を使用 し又はそれ以外 の用途 に使用 した場合は,不 正の 手段

によ る受験 として試験 を停 止す ることがあ ります。

許 可す る機能の例

・画面の読み 上げ ・入力及 び漢 字変換 ・挿 人 ・削除 ・保存 ・印刷な ど

{4)答 案印刷 に使用す る用紙 は,委 員会において用意いた します。

(5)試 験問題等 に関す る事項

試験問題の形式及 び答案 書式 については委員会の決定 に従 っていただきます。

新司法試験受験特別描置実施概要6頁
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2-2.ア メ リカ の 司 法試 験 に お け るCBT

ア メ リカ で は 司 法 試 験(BarExamination)に お い て 筆 記 試 験 に ノー

トパ ソ コ ンq41を使 う こ と を認 め て い る。 ア メ リカ は50州 で それ ぞ れ 州 レ

ベ ル で 司 法 試 験 が 行 わ れ て お り,多 くの 州 で は,年 に 複 数 回,2日 間 に わ

た る 司 法 試 験 を行 って お り,1日 を 州 法 につ い て の試 験 ,2日 目 を 全 米 統

一 のTheMultistateBarExam(MBE)試 験1:i)を行 うの が 一般 的 で あ る
。

この 州 法 につ い て の 司法 試 験 で は,論 述 試 験 が課 さ れ て お り,幾 つ か の 州

で は ノー トパ ソ コ ンを持 ち込 ん で の試 験 を認 め て い る。

そ の 方 法 は司 法 試 験 開 始 の 前 日 に ノ ー トパ ソ コ ンを試 験 に使 お うとす る

者 は 試験 会 場 に出 向 き,動 作 チ ェ ック をす る。 そ して 司法 試 験 用 の特 殊 な

ソ フ トウ ェア を イ ン ス トー ル して,試 験 結 果 を フ ロ ッ ピー デ ィ ス クで 提 出

す る とい う形 式 を と って い る。

2006年4月 の 時 点 で,各 州 の 司 法 試 験 に 関 す る サ イ トを 調 査 し た と こ

ろ,51(WashingtonD.C.含 む)州 の 中 で,ノ ー トパ ソ コ ン の 使 用 を 認

め て い る の は18州 で あ っ た(次 ペ ー ジ 表1参 照)。 そ の18州 の 内 ,

Extegrity社 のExam4と い う ソ フ ト ウ ェ アq61を 採 用 し て い る 州 が1州

(Virginia),SoftwareSecure,Inc.社 のSecurexam"'を 採 用 し て い る の

が4州(Georgia,Kentucky,NewJersey ,NewYork),Worldwide社

のSofTestExam""が11州(Arizona,California ,Florida,Missouri,

(14)ア メ リ カ で は ノ ー トパ ソ コ ン をLaptopと 呼 ぶ 。 こ こ で は 表 記 を あ わ せ る た め

に,ノ ー トパ ソ コ ン と 表 記 す る。

(15)<http://www.ncbex.org/tests.htm>(lastvisitedApr .28,2006)

116)〈http://www.exam4.com/〉(lastvisitedApr .28,2006)

fly<http://www.softwaresecure.com/index.htm>(lastvisitedApr .28,2006)

(18)多 く の 州 が 採 用 し て い るExamSoftWorldwide社 の プ ロ グ ラ ムSofTestExam
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表1.CBTを 採 用 して い る18州(2006年4月 現 在)

州 掲戟URL 採川 ソフ トウェア名

1 Arizona http://www.supreme.state.az.us/admis/ ExamSoft'sSofTestsoftware

z California http://www.calbar.org/ ExamSoft'sSofTestsoftware

3 Florida http://www.floridabarexam.org/ ExamSoft'sSofTestsoftware

4 Georgia http://www.gabaradmissions.org/ SoftwareSecure,Inc'Securexam

5 Kentucky http://www.kyoba.org/indexl.htm SoftwareSecure,Inc'Securexam

6 Missouri http://www.osca.state.mo.us/SUP/index.nsf/BarExaminationCxamSoft'sSofTestsoftware

7 NewJersey http://www.njbarexams.org/ SoftwareSecure,Inr'Securexam

8 NewMexico http://www.nmexam.org/ ExamSoft'sSofTestsoftware

9 NewYork http://www.nybarexam.org/barexam.htm SoftwareSecure,Inc・'Securexam

10 Ohio http://www.sconet.state.oh.us/Admfissions/#examExamSoft'sSofTestsoftware

tt Pennsylvania http://www.pabarexam.org/ ExamSoft'sSofTestsoftware

12 SouthCarolina http://www.state.sd.us/state/judicial/sdbbe/boardofbar_examin.htmLxamSoft'sSofTestsoftware

13 SouthDakota http://www.sdjudicial.com/ ExamSoft'sSofTestsoftware

14 Texas http://www.ble.state.tx.us/ NA

15 Utah http://www.utahbar.org/ ExamSoft'sSofTestsoftware

16 Vermont http://www.vermontjudiciary.org/BBE/bbelibrary/bbedefault.aspxNA

n Virginia http://www.vbbe.state.va.us/exam.html Extegt・ity'sCxam9

18 Washington http://www.wsba.org/lawyers/licensing/barexam.htmF.xamSoft'sSofTestsoftware

NewMexico,Ohio,Pennsylvania,SouthCarolina ,SouthDakota,

Utah,Washington),不 明 が2州(Texas ,Vermont)で あ った。 これ ら

18州 の な か で も今 現 在 試 験 的 に 一 定 数 の受 験 生 だ け に抽 選 で 使 用 を 認 め

て,様 子 を 見 て い る州 もあ り,今 後 残 りの33の 州 へ 波 及 して い く と思 わ

れ る。

特 徴 的 な点 を指 摘 した い。 まず ノー トパ ソ コ ンに よ る受 験 を 希望 す る受

験 生 に は70ド ル 程 度 の費 用 負 担 を求 め て い る点 で あ る。 こ れ の 殆 どが ソ

フ トウ ェ ア代 金 との こ とで あ る。 希 望 す る受 験 生 各 自 に,ノ ー トパ ソ コ ン

を 持 参 す る こ と,試 験 前 日に動 作 確 認 を行 う こ と,試 験 専 用 の ソ フ トウ ェ

ア を 事 前 に イ ンス トール す る こ とに よ り,ノ ー トパ ソ コ ン受 験 者 だ けが 有

の 使 用 方 法 に つ い て は,下 記 の サ イ トを 参 照 し て い た だ き た い 。 〈http://www
.

examsoft.com/documents/instructions/flexsitedownload.html>;<http://

www.examsoft.com/generic/frame.asp?fagapp>(lastvisitedApr .28,2006).

一61一



利 に な らな い よ うな 環 境 を作 り出 して い る点 で あ る。 州 に よ って は ノ ー ト

パ ソ コ ン受 験 が 可 能 な会 場 を 限 っ て い る と こ ろ もあ る。 試 験 問題 の配 付 お

よ び解 答 の 回 収 を フ ロ ッ ピー デ ィス クやUSBメ モ リで 行 う もの や,試 験

後 ネ ッ トワ ー ク接 続 して 回収 す る 方 式 の もの もあ る。 当 然,ノ ー トパ ソ コ

ンを使 用 時 の機 器 操 作 不 具 合 は そ の受 験 者 が 負 うべ き リス クで あ る。 この

よ う な使 い 方 は,ネ ッ トワー ク を 介 したWBT(WebBasedTesting)と

は ほ ど遠 く,む しろ ネ ッ トワー クを遠 ざけ る措 置 を 講 ず る こ とに よ り試験

環 境 を生 み 出 そ う と して い る もの で あ る。

ア メ リカ 各 州 に お け る司 法 試 験 のCBTを,日 本 に 導 人 す る に 当 た って

参 考 とす る に は 問題 とな る 点 が あ る。 ア メ リカ で は,パ ソ コ ンの 出現 以 前

よ り,手 書 き よ り も手動 の タイ プ ラ イ タを 使 う こ とが よ く行 わ れ て お り,

ノ ー トパ ソ コ ンを利 用 した論 述 式 試験 解 答 もさ ほ ど抵抗 は な い と思 わ れ る。

ま た,持 ち込 ん だ パ ソ コ ンに 外 部 との 接 触 や 許 可 され な い 資 料 の 閲 覧 を 制

限す る と い う機 能 制 限 を付 けて,ワ ー プ ロ機 能 しか 使 え な い よ う に して も,

英 語 の ワー プ ロで あ れ ば,さ ほ ど問 題 は 起 きな い 。 しか し,日 本 語 の 場 合

は,か な漢 字 変換 シ ステ ム そ の もの が 辞 書 的 役 割 を 果 た す こ とが で きて し

ま う。 よ って,利 用 方 法 に よ って は 法 律 学 事 典 や 六 法,は た ま た 判 例 集 を

引 き な が ら文 書 作 成 を 行 うの と同 じ結 果 を 得 る こ とが で きて しま う こ とは

留 意 す べ き 点 で あ る。

さま ざま な 問 題 は あ るが 試 行 錯 誤 を 行 いな が ら,各 州 毎 にそ れ ぞ れ の 方

法 で 司 法 試 験 に お い て ノー トパ ソ コ ン利 用 が 行 わ れ て い る点 は,受 験 者 の

ニ ー ズ に 応 え る とい う意 味 で も評 価 で き る姿 勢 で あ る。

3.新 しい技術の可能性

ネ ッ トワー ク技 術 の 進 化 は 著 し く,幾 つ か の 新 しい ネ ッ トワー ク技 術 が

生 ま れ て き て い る 。 そ の 幾 つ か を 紹 介 しな が ら,CBLTと の 関 係 を検 討
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し,そ の 可 能 性 に つ い て述 べ て み た い。

3-1.Thin-Clientコ ン ピ ュー テ ィ ン グ

Thin-Clientコ ン ピ ュー テ ィ ン グ に つ い て 述 べ る前 に,SBC(Server-

BasedComputing)と い う発 想 につ い て説 明 しな け れ ば な らな い。

これ まで の ネ ッ トワ ー ク技 術 の 発 展 は,イ ン ター ネ ッ トに代 表 され る よ

う に,サ ーバ=ク ラ イ ア ン トとい った 集 中 型 か ら分 散 型 へ と推 移 して きて

い る。 分 散 化 され た 各 ホ ス ト ・コ ン ピ ュー タが 自律 す る とい う形 式 が 基 本

で あ った 。 しか し企 業 や学 校 の よ うに 組織 単 位 で 複 数 台 の コ ン ピ ュー タを

管 理 す る状 況 で は,こ の よ うな 自律 ・分 散 型 の 管理 方 法 が 好 ま し くな い場

面 が 多 々 あ る。 そ の具 体 例 が,ク ラ イ ア ン トとな るホ ス ト ・コ ン ピ ュー タ

の維 持 コ ス トが 相 当 な負 担 と な って い る点 で あ る。 ソ フ トウ ェア の 進 化 が

激 しい 中 で はr常 に最 新 の状 態 に ソフ トウ ェア を ア ップ デ ー トしな けれ ば

な らな い。 また,ネ ッ トワー ク上 に存 在す る ウイ ル スや ス バ ム メー ル とい っ

た潜 在 的 な 害 悪 に も対 処 しな け れ ば な らな い。 こ う した煩 わ し さを 解 消 す

るに は,ク ラ イア ン トで はな くサ ー バ ・レベ ル で管 理 す る こ との 方 が 効 率

的 で あ る。 これ がSBCの 発想 で あ る。

この よ うな 背 景 の 下か ら生 ま れ て きた の が,Thin-Clientコ ン ピュー テ ィ

ング で あ る。 これ は イ ン ター ネ ッ ト上 で は な く,イ ン トラ ネ ッ ト上 で展 開

さ れ る技 術 で あ る。 会 社 や 学 校 と い った 閉 じた ネ ッ トワ ー クで は,同 一 の

端 末 を定 期 的 に,一 台 ず つ 設 定 す る コ ス トが 膨 大 な もの に な りつ つ あ り,

これ らを サ ー バ で一 元 管理 で き る こ とが 求 め られ て い る。 ま た,ク ラ イ ア

ン ト ・コ ン ピ ュー タに 求 め られ るの は,ハ イ スペ ック の マ シ ンで は な く,

Webブ ラ ウ ス,ワ ー プ ロ,表 計 算,デ ー タベ ー ス検 索 と い った 程 度 の ア

プ リケ ー シ ョ ンが こな せ れ ば 十分 と い っ た ユ ー ザ の ニ ー ズ が あ る。Thin-

Clientコ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ は,こ の 両 者 を 上 手 く実 現 で き る新 しい 技 術

と して 開 発 され て き た もの で あ る。Thin(薄 い)が 意 味 す る もの は,余
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計 な付 属 品 な どのつ い て い な い ス リム な コ ン ピ ュー タで あ り,電 源 を 入 れ

れ ばす ぐ使 え て,エ ン ドユ ー ザ ー に は メ ンテ ナ ン スが 全 く必 要 の な い コ ン

ピュ ー タ で あ る。

こ の 種 の 発 想 は,イ ン タ ー ネ ッ ト黎 明 期1996年 代 に オ ラ ク ル に よ っ

て 主 唱 さ れ て い たNC(NetworkComputer)開 発 計 画 と類 似 して い

るONCが 実 現 せ ず 普 及 しな か った の は,当 時 の ネ ッ トワ ー ク技 術 が 未

熟、で あ った た め で あ る。 今 で もエ ン ド ・ユ ー ザ ー はNCを 必 要 と して い る

の で あ る(?U10そ して 今 注 目され て い るThin-Clientコ ン ピュ ーテ ィン グは,

高速 な ネ ッ トワー ク と高 度 な 負 荷 分 散機 能 を 持 った サ ー バ を 前 提 と して,

NC構 想 時 の 問題 点 を 克 服 して くれ る もの で あ る。

この技 術 はCBLTで も利 用 す べ き技 術 で あ る。CBLTは 擬 似 的 にせ よ,

イ ン トラ ネ ッ ト的 な 発 想 で ネ ッ トワー ク構 築 す るの で あ か ら,持 つ べ き ク

ラ イ ア ン ト端 末 はThin-Clientで 十 分 で あ る。 今後 ど の よ うに この技 術 を

(19)OracleSystems社 の 創 立 者,ラ リー ・エ リ'ノン氏 は1995年 当 時 次 の よ うに 発

言 して い た。 「私 が 欲 しい の は,机 の 上 に 置 け る500ド ル の 装 置 だ 。 … … デ ィ ス

プ レ イ や メ モ リは付 い て い る が,HDDやFDDは な い。 背 面 に は2つ の ポ ー ト

が あ るだ け だ。1つ は 電 源 用,も う1つ は ネ ッ トワー ク用 だ 。 ネ ッ トワー クに 接

続 す る と,最 新 バ ー ジ ョ ンのOSが 自動 的 に ダ ウ ンロ ー ドさ れ る。 私 の フ ァ イル

は ど こか の サ ー バ ー に保 存 され て い て,専 門 に 雇 わ れ た 人 た ちが 毎 晩 バ ックア ッ

プ を 取 るん だ 。 ネ ッ トワ ー クか ら得 られ る デ ー タは 常 に 最 新 で,そ れ らの 代 金 は

電 話 料 金 の 中 に含 まれ る。 それ が コ ン ピュ ー タ本 来 の 姿 だ か らね。 つ ま り電 話 の

延 長 だ よ。 電 話 を コ ン ピュ ー テ ィ ング,通 信,娯 楽 に 利 用 す る わ けだ 。 そ れ が 私

の 望 む パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュー タで,'吟"す ぐに で も欲 しいね!」 。 こ の 考 え が,

NC(NetworkComputer)開 発 計 画 に結 び つ い て い く。 伊 藤 博 文 「法 学 教 育 に

コ ン ピ ュ ー タをCaLSか らの 提 案 」 豊 橋 短 期 大学 研 究 紀 要 第13号17頁 註

44(1996年),availableat〈http://cals.aichi-u.ac.jp/products/articles/

IntroducingComp.pdf>(lastvisitedApr.28,2006)参 照 。

(20)梅 田 望 夫 『ウ ェブ 進 化 論』 ち くま 新 書582筑 摩 書 房(2006年)58頁 参 照。
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応 用 して くか が 鍵 とな る。

3-2.認 証 技 術

CBLTと い った コ ン ピ ュー タ に よ る試 験 を 考 え る場 合,ま ず 留 意 しな

けれ ば な らな い こ とは,受 験 者 が コ ン ピュ ー タ利 用 に よ り不 正行 為 を行 え

な くな る よ うに す る こ とで あ る。 試 験 に お け る不 正行 為 は,ど の よ うな試

験 に お い て も考 慮 しな くて は な らな い 問 題 で あ るが,コ ン ピュ ー タ に よ る

受 験 の 場 合 の特 徴 的 な 問題 点 を 指 摘 した い。

第 一 に,コ ン ピ ュー タに 付属 す る電 卓 機 能,か な 漢 字 変 換 機 能,な か に

は英 訳 機 能 とい った機 能 の 制 限,第 二 に,コ ン ピ ュ ー タ内 の ハ ー ドデ ィス

ク上 の 情 報 を 参照 す る こ と,第 三に,ネ ッ トワー クを使 った外 部 との 交 信,

第 四 に,本 人 で は な い 者 が受 験 す る とい う本 人 確 認 の 問 題 で あ る。

特 に最 後 の 本 人 確 認 の 問題 と して,「 な りす ま し」 の 問題 が挙 げ られ る。

この 対 策 と して は,認 証 技 術 を 活用 す る こ とに な る。 コ ン ピ ュー タを 使 う

場 合 に は 本 人 確 認 はセ キ ュ リテ ィ 」二重 要 な 問題 で あ る。 離 れ た 場 所 に い る

受 験 者 が コ ン ピュー タ を使 って ネ ッ トワー ク経 由 で受 験 を 行 う場 合,本 人

確 認 は 大 切 で あ る。 従 来 は,IDと パ ス ワ ー ドと い っ た ネ ッ トワ ー クに ロ

グ イ ンす る と きの 基 本 的 な 認 証 手 段 を用 い て き た が,こ れ で は確 実 性 が な

い。 そ こで 最 近 技 術 的 に実 用 化 レベ ル に な りつ つ あ る,バ イオ メ トリク ス

認 証 の導 入 を 提 案 した い 。

「バ イオ メ トリ クス認 証 」 とは,バ イオ(生 物)と メ トリク ス(測 定 学)

か らの造 語 で あ り,人 間 の 個 人特 有 の 体 の 生 体 的 特 徴 や特 性 を利 用 して,

本 人 か ど うか 判 定 す る と い う もの で あ る。 指 紋,虹 彩,サ イ ン,顔 の 形,

声 な どを 判 定 材 料 とす る。 例 え ば 目 の虹 彩 の特 徴 を デ ー タベ ー ス化 し,認

証装 置 を使 って 本 人 以 外 が施 設 内 に入 れ な い よ うにす る とい う方 法 で あ る。

これ は もう既 に機 密 管 理 を最 重 要視 す る軍 事施 設 な どで は使 わ れ て い たが,

技 術進 歩 に よ る低 価 格 化 に よ り一 般 に 普及 し始 め て い る。 しか し,判 定 精
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度は絶対的なものではないので,複 数の判定要素を組み合わせて精度を向

上させることが実用的である。つま り,光 彩だけの判定だけでな く,併 せ

て,指 紋 ・声紋などの特徴を複数使うことにより認証精度を向上させて本

人確認に使 うのである。 まだまだ発展段階にあるバイオメ トリクス認証で

あるが,こ れを積極的に導入することを検討すべきである1211。

3-3.法 学 用 ノー トパ ソ コ ンの 標 準 化

CBLTを 推 進 す る に あ た り,法 学 教 育 で 用 い る ノ ー トパ ソ コ ンを 標 準

化 す る こ と を提 唱 した い。 法 律 学 を 学 ぶ とき用 い る司法 試 験 六 法 の よ うに,

六 法 を 定 型 化 す る こ とに よ りそ の 有 効 範 囲 は 広 が る。

パ ソ コ ンの 進 化 に は著 しい もの が あ り,そ の 陳 腐 化 はか な り早 いペ ー ス

で お きて い る。 この よ うな 状 況 の 中 で 標 準 化 す る こ と に は以 下 の よ う な意

味 が あ る12%

ま ず 法 律 学 に特 化 した ノ ー トパ ソ コ ンを 作 る と い う意 味 で あ る。 法 学 教

育 に お い て 有 用 な ソ フ トウ ェアを 選 定 しイ ンス トー ルす る こ と に よ り,よ

り効 率 的 な ノー トパ ソ コ ンを大 量 に作 る こ とが で きれ ば,安 価 で 市 場 に 出

回 る こ と とな る。 さ らにパ ソコ ンの 低 廉 化 傾 向が 続 け ば,か つ て の 電 卓 の

低 廉 化 の よ う に,学 生 で も簡 単 に入 手で き る学 習 教 材 と な る で あ ろ う。

この ノ ー トパ ソ コ ン標 準 化 とThin-Clientコ ン ピュー テ ィ ング とい う発

想 を 用 い る こ と に よ り,試 験 会 場 で バ ー チ ャル な イ ン トラ ネ ッ トを構 築 す

(21)村 上 康 二 郎 「バ イ オ メ トリッ クス に関 す る法 的 諸 問 題」 情 報 ネ ッ トワ ー ク ・ロー

レ ビュー 第4巻 第2号74頁(2005年)。

⑳ 伊 藤 博 文 「法 科 大 学 院 教 育 に お け る ノー トパ ソ コ ンの 活 用 一 愛 知 大 学 法 科

大 学 院 に お け る 取 り組 み 一 」 愛 知 大 学 法 学 部 法 経 論 集 第168号61頁(2005

年),availableat<http://cals.aichi-u.ac.jp/products/articles/

UsingLaptoplnLSE.pdf>(lastvisitedApr.28,2006)
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表2.試 験 の 場 と 使 う コ ン ピ ュー タ

受 験 場 所 区 分

試 験 会 場 受 験 自 宅 受 験

1型 自 分 の コ ン ピュ ー タを 会 場 】1型 自宅 の コ ン ピュ ー タ を 利 用

受
験

に持 ち込 んで受験す る。 自由度 の して,WBT(WebBasedTest一

用 個 高 い受験環境 が可能 となる。 不正 ing)で 受験 す る。 本人確 認,不

i

人
所

行為を 回避す るには,持 ち込 み コ 正行為防 止などの問題点 が多い。

ピ 有 ン ピ ュ ー タ を チ ェ ックす る な ど 手 受験生 には場所 の移動 がないので,
ユ

ー

タ

i

間がかか る。 負担が軽 い。継続的 に学習成果 を

計 るのに向 いて いる。

の 皿型 会場に設置 されたコンピュー IV型 指 定 され た コ ン ピ ュー タを

所
有

試
験

夕を使い受験す る。受験生全員が 使い 自宅で受験す る。あ まり意味

者 主 同一の環 境で受験で きる旧1。不正 が無 く,実 用 性 に 乏 しい。

区
分

催
者

行 為を行 いに くい。 会場準備な ど

に非常 に コス トがかかる。

ることが可能 となる。次ページ表2に 記される1型 の試験方式が現在の司

法試験が想定 している試験方法であるが,こ れに皿型の要素を含んだ試験

形式を可能にすれば円滑なCBTが 実現できる。試験運営組織が設置する

のはサーバー台である。問題 となるのは受験者の使うクライアン ト・マシ

ンである。ノー トパソコンが標準化されていれば,多 大な制約をかけずに,

持 ち込んだパソコンがクライアントとなり会場受験できるようになる。ま

た,試 験会場受験型ではなく,自 宅受験の皿型への移行をも視野にいれて,

標準化が進められるのがられるのが望ましい。

持参パソコンを使わせる意味は,日 常使っている文書作成のための機器

を実際に用いて試験に臨む点にある。司法試験において行 う論述は,長 時

間にわたりひたすら文字を書き続けるという形式の試験である。 日頃より

慣れ親しんだパソコンで受験できることが望ましく,標 準化されたノー ト

パ ソコンには,試 験モー ドに切り替えられる機能が実装されることが望ま

しい。
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4.CBLTの めざす もの

CBLTは,法 学教育をは じめとするあ らゆる場面にICT技 術の普及を

促進させるためのプロジェクトである。そのためには,法 学に関するあら

ゆる試験をCBTで 行うことが望ましいと考えている。

ICTの 効用を国民1人1人 に享受させることは,政 府が 「e-Japan戦 略」

で掲げる目標であり,様 々な分野 に浸透 しつつあり,ICTの 普及は,文

書作成環境に大きな変化をもたらしている。 しか し,電 子メールのように

電子化された文字を使ったコミュニケーションが一般化 しつつある流れの

中で,大 学教育や国家試験などでは,未 だに 「手書き」を求める試験が多

い。特に司法試験のような法律学における最難関とする国家試験が 「手書

き」という筆記試験を求めているために,試 験合格を目指す法科大学院生

には,キ ーボー ドを使 ったコ ミュニケーションへ と完全にシフ トできず,

法学教育へのICT普 及の妨げとなっている。ICTの 恩恵にあずかろうと

して法学教育のICT化,効 率化を図っても,法 学教育の一つの目的であ

る試験が手書きを求める以上,手 書きを中心 とした試験対策をとらねばな

らない。社会全体が,コ ンピュータを使った文書作成を前提とするように

なった今,試 験 もコンピュータを使った筆記試験にならなければ,試 験の

存在自体がICT化 の足かせ となってしまうのである。実際,法 律実務に

おいて 「手書き」の書面が要求される場而は殆ど無 く,多 くはコンピュー

タを使った文書処理が常識化 している。司法試験に合格するためだけに時

代にそ ぐわない 「丁書き」が強いられるという矛盾を解決するためにも,

「手書き」試験に取 ってかわり得 る文字入力機材を研究開発し,そ れを活

用できる環境を作 り出すことが必要である。CBLTの 目指すものは,こ

のような法律学に特化 した入力装置を開発 し,そ れを十分活用できる学習

環境,試 験方式などを開発することである。こうした方向が今後の研究課

.:



CBLTの 可能性

題 とな って い る133)。一 日 もは や くCBLTが 実 現 され,司 法 試 験 にCBTが

導 入 され る こ とを 切 に望 み た い。

おわ りに

CBLTの ようにコンピュータを使 った試験を考えるとき,そ れは試験

制度の本質的な変化を求めることをも視野に入れる必要がある。現状の試

験制度は,制 限された環境の中で能力を試すものが多い。受験時にはいつ

もと違う環境で臨むこととなる。試験会場 という場空間,参 照物を制限す

る持込不可試験(ClosedTest),試 験時間という限 られた時間内,と いっ

た制約が課されるのが殆どである。 しかし,本 来試験 というのものが何を

目的とするかを考えたならば,受 験者の持つ能力のあらゆるものを駆使 し

㈱ 大学 教 育 の 場 に お いて,教 授 が 講義 時 に 教 室 へ の ノー トパ ソ コ ン持 参 を 禁 止 し

た こ と が ア メ リカ で 波 紋 を よ ん で い る 。 メ ン フ ィス 大 学 ロ ー ス ク ー ル のJune

Entman教 授 は 「コ ン ピュ ー タ の せ い で 学 生 の 注 意 力 が 散 漫 に な り,講 義 内容 を

熟 考 す る こ とよ り も,自 分 の一 言 一句 を 書 き写 す こ とに 没 頭 して しま う」 と して

ノー トパ ソ コ ンを 使 用 禁 止 と した。 こ の 措 置 に 対 し受 講 生 の 一 人 が 憤 慨 し,撤 回

を求 め る嘆 願 書 をAmericanBarAssociationに ま で 提 出 した が,却 下 され た。

大 学 側 の 対応 は,教 授 の 専 権 事 項 と して,教 授 の 措 置 を 支 持 して い る。 教 授 側 お

よ び受 講 者 側双 方 の 「教 育 の 自 由」 論 議 に は 興 味 深 い もの が あ るが,こ こで 問 題

と な る の は,コ ン ピ ュー タを 使 う と注 意 力 が 散 漫 に な り講 義 に 没 頭 で きな い とい

う主 張 で あ る。 一 理 あ る と は思 う が,そ れ も使 い 方 次 第 で あ り,一 律 に機 会 を与

え な くす る と い うの は 問 題 だ と い え よ う。 こ の 問題 はBlogで もい ろ い ろ と議 論

が 交 わ され て い る。 「授 業 中 の ノー トPC使 用 禁 止 」 米 大 学 教 授 の 判 断 に プ

ロ グ界 は 賛 否 両 論,<http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,

20099252,00.htm?ref=rss>;<http://news.com.com/2061-11199 _3-6052973.

html>;〈http://www.usatoday.com/tech/news/2006-03-21-professor-laptop-

ban _x,htm?POE=TECISVA>(lastvistedApr.28,2006)参 照 。
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て結果を出すというものであるべきはずである。 しか し現実には,試 験を

行う以上,時 間的場所的制約か らそれがのぞめない。その制約が外せ,試

験制度そのものを見直 し得るのであれば,CBLTを 用いた新 しい試験方

法を考案することが必要となってくるのではないか。今後の課題としたい。
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〈2005年 度 法学 会記 事 〉

○ 講演 会

「タイ不動 産 賃借 法 の展開 一人f1、 上 地価 格、 開発 の観 点 か ら一」

講 師 西澤 希久 男(高 知 短期 大学 講 師)

日時2005年9月19日(月)15:30～18:00

場所 愛 知 大学 車道 校舎13階 第3会 議室

※国 際問題 研 究室 と共 催

○ 法 学会 賞 ・努 力賞(優 秀 な内容 の 卒業論 文 に対 して授 与 卒 業式 にて 表彰)

・法学 会賞 該 当な し

・努 力賞3名

堀 雅仁 「わが 国のFTA戦 略」(指 導 教員:田 中信 幸)

小坂 井 ま り子

「市町 村 合併 協議 会廃 止後 の行 財政 活動 へ与 え る影響 につ いて

一大治 ・ ヒ宝 ・美和 町 を事例 と して 一」

(指導教 員:入 江容 子)

日紫 喜 茂

「人道 的 一F渉につ いて 一議 論 の変遷 と人道 的干 渉の最 近 の動 向 一」

(指導教 員:三 好 正弘)

〈法学 部主 催企 画 〉

○ 法学 部論 文 コンテ ス ト(法 学 部3年 生 以 ヒが対 象)

・最 優秀 賞 該 当な し

・優 秀賞

若 山 智 人 「外 国軍 隊 の刑事 裁 判権 一日米地 位協 定 につ いて 一」

・佳 作 該 当な し
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